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総務課 

清掃車による車両損傷事故に係る損害賠償について 

１ 事故の概要 

（１）日   時  平成３０年１１月５日（月） 午前１０時４５分頃

（２）場   所  港区赤坂八丁目４番５号 マンションアンフィオン駐車場内

（３）内   容  

区の清掃車（軽小型貨物車、２人乗車）が、「年末年始ごみ収集・資源回収のお知らせ」

のちらしをマンションの管理人等へ配付するため、港区赤坂八丁目１番９号先の特別区道

第６２１号線道路上に駐車しました。助手席の職員が、ちらし配付のため車両を離れ

た後、運転していた職員も同様にその場から離れたところ当該車両が動き出し、港区

赤坂八丁目４番５号マンションアンフィオン駐車場内に駐車していた乗用車（無人）

に衝突しました。 

（４）車両の主な損傷状況

   区の車両は、車体右前側（フロントグリル横）損傷

相手方車両は、車体前側（ボンネットロック、左ヘッドランプ、フロントバンパー等）損傷

（５）責任の割合  港区：１００％  相手方：０％ 

２ 専決処分日 

  平成３１年１月２２日 

３ 損害賠償額 

 ２５０，２７９円 
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相手方車両：乗用車の損傷状況

枠内が損傷部分（以下同様）

区：軽小型貨物車の損傷状況

ボンネットロック 
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